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今期のトピックを最終チェック

3月決算総特集

掛金収入
現価 給付現価

将来発生する
リスク

リスク対応
掛金

Ⅳ
会
計
上
の
分
類
判
断
は
慎
重
に
検
討
を

リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
の

会
計
処
理・開
示
の
ポ
イ
ン
ト

新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人

 

公
認
会
計
士

加
藤　

圭
介

は
じ
め
に

平
成
28
年
12
月
16
日
に
、
企
業
会
計
基

準
委
員
会
よ
り
実
務
対
応
報
告
33
号「
リ

ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
の
会
計
処
理
等
に

関
す
る
実
務
上
の
取
扱
い
」（
以
下
、「
リ
ス

ク
分
担
取
扱
い
」と
い
う
）、
改
正
企
業
会

計
基
準
26
号「
退
職
給
付
に
関
す
る
会
計

基
準
」（
以
下
、「
退
職
給
付
会
計
基
準
」と

い
う
）、
改
正
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針

１
号「
退
職
給
付
制
度
間
の
移
行
等
に
関

す
る
会
計
処
理
」（
以
下
、「
制
度
移
行
適
用

指
針
」と
い
う
）（
以
下
、
こ
れ
ら
を
ま
と

め
て「
実
務
対
応
報
告
等
」と
い
う
）が
公

表
さ
れ
、「
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
」お
よ
び「
確
定

給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
」の
施
行
日
で
あ
る
平
成

29
年
１
月
１
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
の

特
徴
お
よ
び
実
務
対
応
報
告
等
の
内
容
を

踏
ま
え
、
今
３
月
決
算
で
留
意
す
べ
き
事

項
を
解
説
す
る
。

な
お
、
本
文
中
の
意
見
に
関
す
る
箇
所

は
筆
者
の
私
見
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
申
し
添
え
る
。

リ
ス
ク
分
担
型
企
業

年
金
の
特
徴

リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
の
最
大
の
特

徴
は
、
財
政
悪
化
リ
ス
ク
相
当
額
を
算
定

し
た
う
え
で
、
事
業
主
で
あ
る
企
業
が
拠

出
す
る
リ
ス
ク
対
応
掛
金
額
お
よ
び
毎
事

業
年
度
に
お
け
る
財
政
状
況
に
応
じ
た
加

入
者
へ
の
給
付
の
調
整
額
に
よ
っ
て
、
そ

の
リ
ス
ク
を
分
担
す
る
点
に
あ
る（
図
表

１
参
照
）。

リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
に
お
い
て
、

加
入
者
の
給
付
水
準
は
財
政
状
況
の
変
動

に
応
じ
て
調
整
さ
れ
る
が
、
企
業
は
固
定

お
け
る
追
加
拠
出
の
リ
ス
ク
を
負
わ
な
い

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
企
業
と

加
入
者
の
負
担
す
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、

労
使
合
意
に
よ
り
柔
軟
に
定
め
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
お
り
、
企
業
ご
と
に
異
な
る

可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
会
計
処
理

等
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
年
金
規
約
等

に
よ
り
、
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
の
導

入
時
に
企
業
と
加
入
者
と
の
間
で
合
意
し

た
リ
ス
ク
分
担
の
内
容
を
十
分
に
確
認
す

る
必
要
が
あ
る
。

リスク対応掛金の仕組み（イメージ）

リスク分担型企業年金の仕組み（イメージ）

（図表１）　リスク対応掛金およびリスク分担型企業年金のしくみ
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リスク対応
掛金

（出所）　厚生労働省「確定給付企業年金制度の主な改正（平成29年１月１日施行）」（http://www.
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000145209.html）の「確定給付企業年金の改善」

将来の財政悪化を想定して予め
追加的な掛金（リスク対応掛金）

を拠出

財源の変動に合わせて
給付を増減調整

加入者等の給付調整に
より対応する部分

景気悪化により積立金が減少して
も企業の追加負担は抑制される

給付現価

※　リスク対応掛金を
拠出していなければ
追加負担が発生

あらかじめ労使合意に
より固定されたリスク

対応掛金を拠出

事業主の掛金負担
により対応する部分

額
で
あ
る
リ
ス
ク
対
応
掛
金
額
を
拠
出
す

る
こ
と
に
よ
り
、
基
本
的
に
は
、
将
来
に

将来発生する
リスク

積立金

掛金収入
現価

リスク対応
掛金

積立金


